
学校だより

第１０号 北山
次の目標を立てる冬休みを！

（検討中としていたことの案内です）

現在、本校において、多くの児童が、いわゆるバレーシューズを上靴として使用しています。また、

上靴を体育館シューズと区別しておらず、体育館シューズと兼用のものとして使用しています。

今後、お子様の成長等に伴い上靴を新しくするときがありましたら、体育館シューズとしての機能

面やけがの防止の観点から、白を基調とした運動用の靴等を上靴として使用していただくこともよい

かと考えます。（これまでのバレーシューズを上靴として使用していただくことに、何ら問題はあり

ません）ご検討いただけましたら幸いです。

※このことは、上靴と体育館シューズを区別するという趣旨ではありませんので、ご承知おきください。

令和５年度 １学期

・３学期始業式 １月10日（火）

・３学期給食開始 １月11日（水）

・学校公開日、書き初め展 １月19日（木）

・入学説明会 １月26日（木）

・大府北中学校入学説明会 ２月 １日（水）

・６年生給食終了 ３月17日（金）

・卒業式 ３月20日（月）

・１～５年給食終了 ３月23日（木）

・修了式 ３月24日（金）

２学期はたくさんの行事がありました。「運動会」「きたちゃん発表会」「わくわく展」「校外

学習」「高学年合唱発表会」。これらは、学級や学年で協力して取り組んだものです。また、一

人で学習するのではなく、みんなで協力して行いました。その中では「自分が思っていること

とは違う！」「自分の思うようにならない！」と感じることもあったと思います。それらを乗

り越えていきながら、行事を終えたときに子どもたちは自分たち自身の成長を感じるのだと思

います。学年のまとめである３学期には、自分自身を振り返って、この一年間の成長を感じて

ほしいと思っています。

コロナウイルス感染症対策のため、様々な活動に制約を設けさせていただきながら、教育活

動を行ってきました。ご支援・ご協力をいただきました保護者、地域の皆様には深くお礼申し

上げます。

さて、子どもたちが楽しみにしている冬休みは２週間ほどのお休みです。その中で、新年を

迎えます。ご家族で１年を振り返ったり、新しい年の目標を話し合ったりするのによい機会だ

と思います。お子さんとの会話をたくさんたくさんしていただき、３学期の始業式には新たな

気持ちと元気な顔で登校してほしいと願っています。

引き続き、子どもたちが安心安全な学校生活を送ることができるように努めていきます。来

年も保護者、地域の皆様のご支援、ご協力をよろしくお願いいたします。

令和４年は大変お世話になりました。ありがとうございました。

皆様、どうぞよいお年をお迎えください。

北山小学校長 倉永 直樹

・入学式 ４月 ６日（木）
・１学期始業式 ４月 ７日（金）
・１学期給食開始

＜２～６年＞ ４月11日（火）
＜ １ 年 ＞ ４月19日（水）

・PTA総会／授業参観 ４月21日（金）
・１学期給食終了 ７月19日（水）
・１学期終業式 ７月20日（木）
5年度は、修学旅行を10月17日18日
運動会を5月で調整しています。

https://www.obu-c.ed.jp/kitayama-e/?page_id=16

令和４年１２月２３日

大 府市 立北 山小学 校



・１月１６日（月）に投票用紙を配付する予定です。新１年生の投票は、２６日（木）に行います。

＜２月３日（金）までに、選ばれた方に案内を配付する予定です。（→２月１６日（木）「第１回委員会」参加）＞

・委員の方は、授業参観を２限にさせていただきました。終了後、会議室へ移動してください。

・各部の活動費と会計ファイルを提出してください。

・現校外生活委員の方は、２月１６日（木）第１回全委員会（第１回校外生活委員会）に参加し、

引き継ぎを行ってください。（各地区で都合をつけて行っていただいてもかまいません）

・参加依頼の案内は、配付します。（新学年委員・新校外生活委員）

・毎年、この時期に書き損じはがきを集めています。ＰＴＡの活動充実のため、北山小学校への還

元もあります。ご協力お願いします。

・年度末に向け、体操服、算数セット、鍵盤ハーモニカ、国語辞典等の不要品の回収を予定しています。

北山小学校の家庭で必要な方に使っていただいたり、多く集まるようでしたら、海外に送ったり

することも考えています。

・これまで、側溝整備作業（７月３日・９月４日）草刈り（８月２１日）校内整備作業（１１月３日）

を行ってきました。３学期は、校内整備作業を３月５日に予定しています。google form で参

加者を募りますので、ご協力お願いします。

大府市では、お子さんを小・中学校へ通学させるうえで、経済的にお困りの保護者の方に対して、
学用品費・学校給食費等を援助する事業を行っています。

援助を受けることができる方
（１）生活保護を受けている方
（２）次の基準のいずれかに該当する方で、生活保護に準ずる程度に困窮していると教育委員会が認めた方

① 市民税の非課税、または減免世帯
② 個人事業税、または固定資産税の減免世帯
③ 国民年金の掛け金、または国民健康保険税の減免、もしくは徴収の猶予世帯
④ 児童扶養手当の受給世帯（児童手当とは異なります）
⑤ 生活保護法に基づく保護の停止、または廃止を受けた方
⑥ 生活福祉資金の貸付を受けた方
⑦ 失業対策事業適格者手帳を持っている、または職業安定所登録日雇労働者の方
⑧ 保護者の職業が不安定で生活状態が悪いと認められる方
⑨ その他（上記以外の場合）

※この制度についてのお問い合わせは、各小中学校及び教育委員会学校教育課（TEL:0562-46-3332)まで

【通常と下校時刻が違う日】１月
◯２０日(金）
６限クラブ見学
３年 15:45下校

◯１７日(火） ４０分授業
１ ・ ２年 １４：２０下校
３～６年 １５：１０下校

「高学年合唱発表会」

子どもたちは一生懸命練習し、精いっぱい
表現することができましたが、その歌声、伴
奏を配信で十分にお伝えすることができず申
し訳ありませんでした。見ていただく機会を
もてるように検討しております。よろしくお
願いします。

◯１０日(火） １１：００下校


